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神戸市告示第 1 0 0号  

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次に

掲げる業務に係る手数料の徴収業務を委託したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 業務名及び受託者 

業務名 受託者 

神戸市神鉄シニア利用促進パスに

関する販売業務 

神戸市兵庫区新開地１丁目３番２４号 

神戸電鉄株式会社 

代表取締役社長  寺 田 信 彦  

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 
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神戸市告示第 1 0 1号  

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次に

掲げる業務に係る手数料の徴収業務を委託したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 業務名及び受託者 

業務名 受託者 

令和６年度 神戸市神鉄シニア利

用促進パス販売業務等委託業務 

神戸市兵庫区荒田町１丁目20番２号 

神鉄観光株式会社 

取締役社長 井本 昌彦 

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 
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神戸市告示第 1 0 2号  

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次に

掲げる業務に係る手数料の徴収業務を委託したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 業務名及び受託者 

業務名 受託者 

令和６年度 神戸市神鉄シニア利用

促進パス“神鉄シーパスワンplus”

阪神電車サービスセンターにおける

販売委託業務 

大阪市福島区海老江１丁目１番31号 

株式会社阪神ステーションネット 

代表取締役社長 大地 一正 

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 
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神戸市告示第 1 0 3号  

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次に

掲げる業務に係る手数料の徴収業務を委託したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 業務名及び受託者 

業務名 受託者 

令和６年度 神戸市神鉄シニア利用促進パス

“神鉄シーパスワン北神”神戸市営地下鉄三

宮駅定期券発売所における販売委託業務 

姫路市西駅前町１番地 

神姫バス株式会社 

代表取締役社長 長尾 真 

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 
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神戸市告示第1 0 4号 

神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例（平成 20年３月条例第 48 号）第７条第１項の

規定によりぽい捨て防止重点区域を令和６年６月１日付けで指定するので、同条第３項の規定によ

り次のとおり告示する。当該ぽい捨て防止重点区域を示す図面は、神戸市環境局事業系廃棄物対策

課に備え置いて、一般の縦覧に供する。 

令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

当該ぽい捨て防止重点区域（別図のとおり） 

中央区加納町２～４丁目の一部、布引町２～４丁目の一部、中山手通１～４丁目の一部、 

下山手通１～４丁目の一部、北長狭通２～４丁目の一部 

（別図） 
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神戸市告示第105号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次に掲げる学校に係る

補食給食食券代金の徴収業務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 学校名及び受託者 

学校名 委託先 

神戸市立神戸工科高等学校 大阪市中央区南本町１丁目７番 15 号 

株式会社馬渕商事大阪支店 

代表者 支店長 吉松 康成 

神戸市立楠高等学校 神戸市兵庫区御崎本町２丁目２番１号 

鶴家給食 

代表者 石田 邦子 

神戸市立摩耶兵庫高等学校 神戸市須磨区板宿町３丁目７番 24 号 

株式会社とくしま 

代表者 代表取締役 大西 政雄 

２ 委託を開始した日 

令和６年４月１日 
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神戸市告示第106号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第95条第３項において準用する同法第８条第１項の規定

により、次の共同施行に係る土地改良事業施行認可申請については、適当と決定したので、次

のとおり土地改良事業計画書及び規約の写しを縦覧に供する。 

この告示に係る決定に対して異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日

以内に、神戸市長に対して申し出ることができる。 

令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

共同施行者の 

名前 
地区名 縦覧の期間 縦覧の場所 

奥田・杉屋谷地区土

地改良事業共同施行 

北区山田町 

藍那字奥田及び

字杉屋谷 

令和６年５月７日から 

令和６年５月 27 日まで 

神戸市経済観光局 

農政計画課 
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神戸市告示第107号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年５月８日からその供用を開始する。 

その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年５月21日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年５月７日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 山田大池１

号線 

神戸市北区山田町上谷上字

古々山29番220地先から 

神戸市北区西大池１丁目29

番363地先まで 

新 18.00 最大 9.00 

最小 4.50 

旧 18.00 最大 6.80 

最小 4.50 
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神戸市告示第1 0 8号 

次の港湾施設について、令和６年５月７日から、供用を廃止する。 

令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名  称 位  置 規  模 

摩耶運動公園 
神戸市灘区摩耶埠頭

１番１ 
９,997.16 ㎡のうち 1,727.９６㎡ 
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神戸市告示第1 0 9号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、松風台自治会、神戸ロー

ズタウン自治会、南所自治会、落合谷自治会、寺池山自治会について、告示された事項に変更

があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 届け出た地縁による団体 

名称 松風台自治会 神戸ローズタウン自治会 南所自治会 

主たる事務所 
神戸市垂水区松風台１丁

目９番３号 

神戸市西区玉津町高津橋

993番地の２ 

神戸市北区道場町塩田

905番地 

代表者の氏名 濵田 雅子 竹本 勝義 山元 高男 

代表者の住所 
神戸市垂水区松風台１丁

目２番17号 

神戸市西区玉津町高津橋

999番地の15 

神戸市北区道場町塩田

3045番地 

名称 落合谷自治会 寺池山自治会 

主たる事務所 
神戸市西区岩岡町岩岡

653番地の９ 

神戸市垂水区小束山本町

４丁目１番17号 

代表者の氏名 杉岡 輝彦 片岡 公明 

代表者の住所 
神戸市西区岩岡町岩岡

653番地の９ 

神戸市垂水区小束山本町

４丁目１番17号 

２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

（１）松風台自治会 令和６年４月７日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 冨永 逸雄 濵田 雅子 

代表者の住所 神戸市垂水区松風台１丁目13番９号 神戸市垂水区松風台１丁目２番17号 

(２) 神戸ローズタウン自治会 令和６年４月７日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 廣畑 輝男 竹本 勝義 

代表者の住所 神戸市西区玉津町高津橋998番地の５ 神戸市西区玉津町高津橋999番地の15 
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(３) 南所自治会 令和６年３月20日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 中 良晴 山元 高男 

代表者の住所 神戸市北区道場町塩田1780番地 神戸市北区道場町塩田3045番地 

(４) 落合谷自治会 令和６年４月７日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市西区岩岡町岩岡653番地の８ 神戸市西区岩岡町岩岡653番地の９ 

代表者の氏名 仁田 佳明 杉岡 輝彦 

代表者の住所 神戸市西区岩岡町岩岡653番地の８ 神戸市西区岩岡町岩岡653番地の９ 

(５) 寺池山自治会 平成17年４月10日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

７号 

代表者の氏名 澤田 一之 五島 慶介 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

７号 

平成19年４月８日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

７号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

代表者の氏名 五島 慶介 内藤 哲男 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

７号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

 平成21年４月12日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

代表者の氏名 内藤 哲男 小巻 利弘 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

令和６年５月７日　神戸市公報第3858号

11



平成23年４月17日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

代表者の氏名 小巻 利弘 梅原 尚三 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

   平成25年４月14日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

14号 

代表者の氏名 梅原 尚三 中村 隆行 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

14号 

   平成27年４月４日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

14号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

代表者の氏名 中村 隆行 三好 哲弘 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

14号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

   平成29年４月２日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

代表者の氏名 三好 哲弘 小巻 利弘 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目２番 

４号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 
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平成31年４月21日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

６号 

代表者の氏名 小巻 利弘 竹中 亜弥 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

５号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

６号 

令和３年４月４日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

６号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

代表者の氏名 竹中 亜弥 梅原 尚三 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

６号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

   令和５年４月２日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

17号 

代表者の氏名 梅原 尚三 片岡 公明 

代表者の住所 
神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

12号 

神戸市垂水区小束山本町４丁目１番 

17号 
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和６年５月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市西区伊川谷町潤和字平田1099番１、1103番１、1103番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市兵庫区駅前通２丁目２番３号 

株式会社田中鉄工所 

代表取締役 田中 祥靖 

３ 許可番号 

  令和４年４月８日 第8045号 

（変更許可 令和６年３月11日 第2106号） 
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神戸市水道告示第３号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので、同規程第10条

の規定により告示する。 

令和６年５月７日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸  

  

指定番号 名称 所在地 代表者 廃止年月日 

40004 高山設備工業所 
神戸市須磨区白川 

堂ノ東 502－３ 
高山 虎男 令和６年４月 29日 
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神戸市水道告示第４号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により告示

する。 

令和６年５月７日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸 

指定番号 名称 所在地 代表者 指定年月日 

42401 高月設備工業 
神戸市西区白水２丁目 

11 番 22 号 
高月 隆太 令和６年４月 30日 

42402 
株式会社 

アクア・ワークス

大阪府堺市南区 

美木多上 2669 
折口 慶太 令和６年４月 30日 

42403 
村田工業 

株式会社 

神戸市垂水区塩屋北町 

４丁目 301 番 315 
村田 登 令和６年４月 30日 

40004 高山設備工業所 
神戸市須磨区 

白川堂ノ東 502－３ 
高山 武彦 令和６年４月 30日 
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